[bookmark: _ivuimnsjp7em]引渡確認書（消防設備工事）

株式会社＿＿＿＿＿＿＿＿（以下「甲」という。）と、株式会社＿＿＿＿＿＿＿＿（以下「乙」という。）は、乙が施工した消防設備工事の引渡しについて、以下のとおり確認する。

[bookmark: _qtc2tvxvpmta]第1条（工事の表示）
乙が施工し、甲へ引き渡す工事の内容は次のとおりとする。
1. 工事名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
2. 工事場所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
3. 工事期間：＿＿年＿＿月＿＿日～＿＿年＿＿月＿＿日
4. 工事内容：
· 自動火災報知設備工事
· 消火設備工事
· 非常警報設備工事
· 誘導灯設備工事
· 非常放送設備工事
· その他（　　　　　　　　　　　）
· 
[bookmark: _civ8dcidaf5h]第2条（工事完了の確認）
乙は前条記載の工事を完了し、甲に対して引渡し可能な状態であることを確認する。
2. 甲は、乙から提出された完成図書、試験成績書、取扱説明書その他関係資料を確認したうえで、工事目的物の引渡しを受けるものとする。
3. 甲は、工事目的物について確認を行い、重大な不具合がないことを確認した場合、本確認書に署名または記名押印するものとする。
4. 
[bookmark: _t3upq33j7ji3]第3条（引渡日）
工事目的物の引渡日は、＿＿年＿＿月＿＿日とする。
前項の日をもって、工事目的物の占有および管理責任は乙から甲へ移転する。

[bookmark: _f76wu9rr5xgj]第4条（提出書類）
乙は、引渡しに際し、必要に応じて次の書類を甲へ提出する。
1. 完成図面
2. 試験結果報告書
3. 消防設備点検結果報告書
4. 機器仕様書
5. 取扱説明書
6. 保証書
7. 消防署提出関係書類の写し
8. その他甲乙が必要と認める資料
9. 
[bookmark: _4q85uk7gvl3y]第5条（検査および是正）
甲は引渡し後に工事目的物を確認し、契約内容に適合しない箇所を発見した場合、相当期間を定めて乙に通知するものとする。
2. 乙は前項の通知を受けた場合、自己の責任において合理的な期間内に補修、修正その他必要な措置を講じるものとする。
3. 軽微な未了事項が存在する場合であっても、工事目的物の使用に支障がないと甲が認めたときは、引渡しを妨げないものとする。
4. 
[bookmark: _ehg8ng8w7cab]第6条（保証）
乙は、引渡し後に乙の施工上の瑕疵または不具合が判明した場合、別途契約または保証条件に従い補修対応を行うものとする。
2. 機器メーカーによる保証が付されている場合は、当該保証条件が優先して適用される。
3. 
[bookmark: _rgnsmqt36oj2]第7条（危険負担）
引渡し完了後に発生した滅失、毀損その他の事故については、乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、甲の負担とする。

[bookmark: _7wub08gwwapf]第8条（協議事項）
本確認書に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。

本確認書締結の証として、本書2通を作成し、甲乙各自記名押印のうえ、各1通を保有する。
[bookmark: _p8a7rjdx3ar7]
[bookmark: _mmbgjoikmb8k]
＿＿年＿＿月＿＿日
[bookmark: _81zqfcgu59yf]
[bookmark: _43j1g3z7d3e1]甲（発注者）
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

会社名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代表者名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
印
[bookmark: _iyhtcdbehsu]
[bookmark: _oc8myumbpei]乙（施工会社）
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

会社名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代表者名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
印

[bookmark: _khrcty695bxc]引渡確認欄
私は上記消防設備工事について引渡しを受けたことを確認します。

確認日：＿＿年＿＿月＿＿日

確認者名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

署名・押印：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
